
(3)身体拘束等禁止の対象とはしない具体的な行為

当院では肢体不自由や俸給機能障薯があり域存機能を活かすことができるよう、

安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等

禁止の行為の対象とはしない。

・身体拘束等をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策

(ア)離床センサー

(イ)離沫マット

(4)日常ケアにおける基本方針

身体拘束を行う必要性を感じさせないために、旧制勺に以下のことに取り組む。

工 患者主体の行動、尊厳を尊重する。

め 言葉や対応などで患者の精神的な自由を妨げない。

音⑧ 患者の想いをくみとり、患者の患部こ添った支援を行い、多職種協働で「‾率な対

応に努める。

〔D 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に舞める。

⑧ 薬物療法、非薬物簾法による認知癌ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を

予防する。

(5)向溝神薬等薬剤使用上のルール

薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、患者・家族制こ説明を行い、同意

を得て使用する。

:ウ 不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護的、必要時には薬剤師と協議

し、対応する。

二手)行動を落ち着かせるために向構押葉等を使用する場合は、医師・看護師等で協議

を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評

価し、必要な深度を超えないよう適正最の薬剤使用を検討する。

3,身体拘束最小化のための体制

(1)身体拘束最小化チームの設置

院内に身体周東最小化対策に係る「身体拘束最小化チーム」 (以下「チーム」という。)

を設置する。
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